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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】平成25年12月19日(2013.12.19)

【公表番号】特表2010-535643(P2010-535643A)
【公表日】平成22年11月25日(2010.11.25)
【年通号数】公開・登録公報2010-047
【出願番号】特願2010-520567(P2010-520567)
【国際特許分類】
   Ｂ２４Ｂ  37/24     (2012.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/304    (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   9/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２４Ｂ  37/00    　　　Ｌ
   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６２２Ｆ
   Ｃ０８Ｊ   9/04    ＣＦＡ　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年10月29日(2013.10.29)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無機ナノ粒子含有メラミン－ホルムアルデヒド縮合物に基づく研磨発泡体の製造方法で
あって、以下の工程：
（１）製造する発泡体の予備縮合物、沸点が０～８０℃である、少なくとも１種の物理発
泡剤と無機ナノ粒子を含む溶液または分散液を調製する工程、
（２）無機ナノ粒子を含む発泡体を得るために、工程（１）からの溶液または分散液を少
なくとも６０℃の温度へ加熱して予備縮合物を発泡させる工程、
　を含むことを特徴とする製造方法。
【請求項２】
　工程（１）で調製される溶液または分散液が、他の添加成分（Ｚ）を含むことを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　更に、以下の工程
（３）工程（２）で得られた発泡体を１２０～３００℃の温度で加熱処理する工程、　を
含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　予備縮合物の発泡工程と発泡体の加熱処理工程が本方法の一工程で行われる請求項３に
記載の方法。
【請求項５】
　工程（１）の溶液又は分散液が、さらに少なくとも一種の乳化剤及び／又は少なくとも
一種のｐＨ調整成分を含む請求項１～４の何れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　工程（１）の溶液または分散液が、平均粒子径が１０００ｎｍ未満の無機ナノ粒子を含
む請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
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　工程（１）の溶液または分散液が、平均粒子径が１００ｎｍ未満の無機ナノ粒子を含む
請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　工程（１）の溶液または分散液が、二酸化ケイ素、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸
化亜鉛、マグネタイト、酸化アルミニウム、アルミニウムケイ酸塩、ランタニド酸化物（
ただし、いずれの場合も平均粒子径が５～５０ｎｍである）からなる群の一種以上の化合
物から選択される無機ナノ粒子を含む請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　工程（１）の溶液または分散液が、アルカンの群からの少なくとも一種の物理発泡剤を
含む請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　工程（２）の加熱が、高温ガス及び／又は高周波照射を使用して行われる請求項１～９
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記無機ナノ粒子成分が実質的に二酸化ケイ素からなる請求項１～１０のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１２】
　工程（１）の溶液または分散中に存在するナノ粒子成分の量が、予備縮合物の質量に対
して０．０１～５０質量％である請求項１～１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　工程（１）の溶液または分散中に存在するナノ粒子成分の量が、予備縮合物の質量に対
して１～１０質量％である請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　工程（１）の溶液または分散液が、少なくとも一種の発泡剤に加えて、乳化剤とｐＨ調
整成分、さらに他の添加成分として、着臭剤及び／又は染料を予備縮合物の質量に対して
０．０１～２質量％の量で含む請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか一項に記載の方法により製造される研磨発泡体。
【請求項１６】
　均一に分布している、平均粒子径が１００ｎｍ未満の無機ナノ粒子を含む請求項１５に
記載の研磨発泡体。
【請求項１７】
　請求項１５または１６に記載の研磨発泡体を含む成形体。
【請求項１８】
　請求項１５または１６に記載の研磨発泡体を含む研磨材。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３３】
　本発明の他の実施態様においては、平均粒子径が１０００ｎｍ未満、好ましくは１００
ｎｍ未満、例えば１．５ｎｍ～１００ｎｍ、特に５～５０ｎｍである無機ナノ粒子を含む
溶液または分散液が、工程（１）で用いられる。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３４】
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　工程（１）で用いられる無機ナノ粒子は、例えば、二酸化ケイ素や酸化チタン、酸化ジ
ルコニウム、酸化亜鉛、マグネタイト、酸化アルミニウム、アルミニウムケイ酸塩、ラン
タニド酸化物（好ましくは酸化セリウム）からなる群の一種以上の化合物から選択される
。なお、いずれの場合も、平均粒子径が１００ｎｍ未満、特に５～５０ｎｍであるものが
好ましい。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４４】
　本発明はまた、上記プロセスの一つにより生産されうる、また生産される研磨発泡体を
提供する。この研磨発泡体は、一般に、ポリマー組成物中に均一に分布している、平均粒
子径が１００ｎｍ未満である無機ナノ粒子を含んでいる。また、これが、いろいろな種類
のナノ粒子を、例えば二酸化ケイ素ナノ粒子（例えば、平均粒子径が約１０ｎｍのもの）
と酸化セリウムナノ粒子（例えば、平均粒子径が約５ｎｍのもの）とを含んでいてもよい
。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９３】
　実施例１：研磨材ナノ粒子の添加を伴う予備縮合物の発泡
　発泡プロセスにおいて同時に研磨材粒子が発泡体中に添加された変性メラミン樹脂発泡
体の生産するために、７０重量部のメラミン－ホルムアルデヒド予備縮合物（モル比：１
：１．６）を、３０重量部のコロイド状二酸化ケイ素粒子の水分散液（固体含量：４５重
量％、平均粒子径：３０ｎｍ）に溶解し、次いで乳化剤（３重量％のエチレンオキシド単
位が２０を超えるエトキシ化脂肪アルコール）とペンタン（１０重量％）、ギ酸（３重量
％）とを添加した。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９９】
　実施例２：研磨材ナノ粒子の添加を伴う予備縮合物の調製
　まず、４リットルの４四つ口フラスコに３６７．４ｇ（６．０ｍｏｌ）のホルムアルデ
ヒド（４９％）と２８０．０ｇの蒸留水を投入し、０．５ｍｌの水酸化ナトリウム溶液（
ＮａＯＨ、２５％）を用いてｐＨ８．８に調整した。次いで、３０．８ｇのコロイド状二
酸化ケイ素の水分散液（固形分含量：４０％、平均粒子径：約１５ｎｍ）を添加し、続い
て４７２．５ｇ（３．７５ｍｏｌ）のメラミンを添加した。
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